
川西市建設工事監督要綱

（目的）

第１条 この要綱は、川西市が発注する建設工事請負契約（以下「請負契約」という。）

の履行の監督に関し、地方自治法（昭和22年法律第67号）、地方自治法施行令（昭和22

年政令第16号）、川西市契約規則（昭和49年川西市規則第15号）、法令その他別に定め

のあるものを除くほか必要な事項を定め、もつて請負契約の適正な履行を確保すること

を目的とする。

（指揮総括）

第２条 工事所管課長は、請負契約の適正かつ円滑な履行を確保するため、監督業務を指

揮総括するものとする。

（監督員の任命）

第３条 監督員は、工事所管部所属の職員のうちから市長が任命する。

（服務）

第４条 監督員は、その職務を行うに当たつて、工事所管課長の指揮監督に従わなければ

ならない。

（厳正の保持）

第５条 監督員は、工事請負者その他利害関係人に対して、常に厳正かつ公平な態度で臨

まなければならない。

（監督員の業務）

第６条 監督員は、現場の状況を把握して、法令等及び設計図、仕様書その他請負契約に

関する図書に基づき、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 請負契約の履行に関し、工事請負者に対して必要な指示、承諾及び協議を行うこと。

(2) 工事実施のための詳細図の作成及び交付並びに工事請負者が作成した詳細図による

施工の承諾を行うこと。

(3) 工程の管理、立会い、工事の実施状況の確認並びに工事材料の試験及び検査を行う

こと。



(4) 工事の内容の変更、一時中止及び打切りの指示を行うこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、監督に必要な事項に関すること。

（監督員の報告義務）

第７条 監督員は、前条の業務の実施状況について、必要に応じて工事所管課長に報告し

なければならない。

（監督員に関する書類の整備）

第８条 監督員は、次に掲げる書類（工事請負者から提出された書類を含む。）を作成又

は整理して監督の経過を明らかにするものとする。

(1) 請負契約の履行に関する協議事項（軽微なものを除く。）の指示又は承諾

(2) 工事の実施状況の記録

(3) 工事実施状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査の記録

(4) 前３号に掲げるもののほか、監督に関する書類

（検査の立会い等）

第９条 監督員は、検査員による検査の手続、資料の提示、立会い、指摘等に対し、工事

請負者への適切な指示を行うものとする。

（完了の確認）

第１０条 監督員は、工事請負者から工事目的物が完了した旨の報告を受けたときは、設

計図書による出来形及び完成図書の整備が完了していることを確認した後に、完了届を

受理するものとする。

（施工体制の点検）

第１１条 監督員は、工事着手前及び施工中必要に応じて施工体制の点検を行うものとす

る。

（工事成績評定）

第１２条 監督員は、工事が完了したときは、別に定める工事成績評定要領に基づき、当

該工事の成績について評定を行うものとする。



（委託監督員）

第１３条 市長は、特に専門的知識又は技術を必要とするときその他特別の理由があると

認めるときは、監督業務の一部又は全部を職員以外の者（以下「委託監督員」という。）

に委託することができる。

２ 前項の規定により監督業務の一部又は全部を委託した場合は、監督員が工事請負者に

行う指示、通知等及び工事請負者が行う監督員に対する報告、通知等は、委託監督員を

通じて行うことができる。

（補則）

第１４条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

付 則

（施行期日）

１ この要綱は、平成２１年１０月１日から施行する。

（川西市建設工事監督要綱の廃止）

２ 川西市建設工事監督要綱（昭和５０年川西市告示第４４号）は、廃止する。

（経過措置）

３ この要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に締結した建設工事請負契約の履行の

監督について適用し、同日前に締結した建設工事請負契約の履行の監督については、

なお従前の例による。


